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住
宅
に
利
用
で
き
る
左
記
の
物
件
を
入
札
に
よ
り
売

却
し
ま
す
。

▼
入
札
申
込
期
間

8
月
31
日
㈬
ま
で
の
平
日（
午
前
9

時
〜
午
後
4
時
）

▼
受
付
場
所　
市
役
所
4
階
財
政
課
財
産
管
理
係

▼
申
込
方
法　
購
入
希
望
者
は
財
政
課
財
産
管
理
係
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
所
定
の
申
込
書
を
お
渡

し
し
ま
す
。

　

ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
募

集
要
項
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
（市）
財
政
課
財
産
管
理
係

市
有
地
の
売
払（
入
札
）の

受
付
を
開
始

入札▶販売物件
物件
番号 所在・地番 地目 地積

（㎡）
最低価格
（円）

① 別所町朝日ケ丘
字愛宕35番6 宅地 457.76 6,691,000

② 別所町朝日ケ丘
字愛宕35番7 宅地 398.70 5,652,000

③ 別所町朝日ケ丘
字愛宕35番8 宅地 391.65 6,063,000

④ 別所町朝日ケ丘
字愛宕35番84 宅地 166.88 3,533,000

⑤
別所町朝日ケ丘
字愛宕35番
182

宅地 165.00 3,503,000

▲ ホームページ
　はこちら

8
月
1
日
か
ら
の
国
民
健
康
保
険
証
を
送
付

国保8
月
1
日
か
ら
使
用
で
き
る
国
民
健
康

保
険
証
を
7
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

今
回
か
ら
、保
険
証
の
更
新
時
期
が
12

月
か
ら
8
月
に
代
わ
り
ま
す
。そ
の
た
め
、

有
効
期
限
は
8
月
1
日
〜
翌
年
7
月
31
日

ま
で
の
1
年
間
で
す
。

問（
（市）
医
療
保
険
課
国
民
健
康
保
険
係

相　
　
談

教
室・講
座

募
集・採
用

健　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室・講
座

施　
　
設

子
育
て

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
な
ど
を

送
付

健康・医療●
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

7
月
中
旬
に
新
し
い
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
を
送
付
し
ま
す
。
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
一
部
負
担
金
の
割

合
が
見
直
さ
れ
、10
月
1
日
か
ら
、現

行
の「
１
割
」「
３
割
」に
、「
２
割
」が
追

加
さ
れ
ま
す
。
制
度
改
正
に
伴
い
、８

月
の
更
新
時
期
に
は
、被
保
険
者
全
て

の
方
に
対
し
て
、有
効
期
限
を
9
月
30

日
ま
で
の
被
保
険
者
証
を
交
付
し
ま

す
。
10
月
1
日
以
降
の
被
保
険
者
証
は

９
月
上
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。

●
保
険
料
額
決
定
通
知
書

　
令
和
4
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
決
定
通
知
書
を
7
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。保
険
料
の
計
算
方
法
な
ど
は
、

通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
の
軽
減

　
加
入
前
日
に
、会
社
の
健
康
保
険
な
ど

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、

所
得
割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、加

入
後
２
年
間
は
、均
等
割
額
が
５
割
軽
減

さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
医
療
保
険

課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請

・
（市）
医
療
保
険
課
福
祉
医
療
係

　
・
（県）
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務

局
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
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1

65
歳
以
上
の
方
に
、令
和
4
年
度
の
介

護
保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。

　

年
金
か
ら
の
天
引
き
以
外
の
方
で
納
付

書
が
同
封
さ
れ
て
い
る
方
は
、納
期
限
ま

で
に
、金
融
機
関
な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ

い
。
普
通
徴
収（
納
付
書
払
）の
第
１
期
納

期
限
は
8
月
1
日
㈪
で
す
。
納
付
に
は
便

利
な
口
座
振
替
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
（市）
介
護
保
険
課
保
険
給
付
係

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を
7
月
中
旬
に
送
付

介護
保険

７
月
か
ら
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
更
新

健康・
医療

　
福
祉
医
療
制
度
で
は
、年
齢
、障
が
い
な

ど
の
要
件
や
所
得
要
件
を
満
た
す
方
に
医

療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

申
請
に
は
保
険
証
が
必
要
で
す
。
制
度

な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
他
必
要
な
も
の
が
あ

り
ま
す
の
で
、事
前
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

　

更
新
の
方
は
、6
月
下
旬
に
福
祉
医
療

費
受
給
者
証
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
医
療

機
関
や
薬
局
に
は
、7
月
か
ら
新
し
い
受

給
者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
範
囲

　
・保
険
診
療
医
療
費
の
自
己
負
担
額（
3

割
な
ど
）の
一
部

　
・
0
歳
児
〜
中
学
3
年
生
は
全
額

　
・高
校
生
は
入
院
医
療
費
の
み
全
額〔
通

院
費
は
対
象
外（
令
和
4
年
7
月
分
よ

り
助
成
）〕

　
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
学
校

災
害
給
付
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
対
象

外
問・申
請  

（市）
医
療
保
険
課　
福
祉
医
療
係

<表>福祉医療の受給対象者
対象者

（市内に住所があり、国保、社
保などの健康保険加入者）

所得制限

高齢期移行
者医療

65～69歳で世帯全員
が市民税非課税の方

あり。詳しくは、
ホームページをご
覧いただくか、問い
合わせてください。

子ども医療

0歳児～中学3年生

なし
【新規】
高校生(18歳に達する日
以降の最初の3月31日ま
で。高等学校に通って
いない方も対象。要申請)

母子家庭等
医療

母子・父子家庭の母父、
その児童ならびに遺児
（18歳の3月末まで。高
等学校など在学中の場
合は20歳到達月まで）

あり。詳しくは、
ホームページを
ご覧いただく
か、問い合わせ
てください。

重度障害者
医療

身体障害者手帳1級・2
級、療育手帳A判定、精
神障害者保健福祉手帳1
級の所持者

本人、配偶者、
扶養義務者の市
民税所得割税額
の合計が23万5
千円未満高齢重度障

害者医療
後期高齢者医療制度に
加入し、重度障害者医療
と同要件の方

　

施
設
に
入
所（
院
）ま
た
は
短
期
入
所

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）す
る
方
で
、所
得
や
預

貯
金
残
高
な
ど
が
基
準
以
下
の
方
は
、施

設
利
用
時
の
食
費・居
住
費
の
軽
減
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

認
定
を
希
望
す
る
場
合
は
、施
設
を
利

用
す
る
前
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
施
設

　
・介
護
老
人
福
祉
施
設

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

　
・介
護
老
人
保
健
施
設

　
・介
護
療
養
型
医
療
施
設

　
・介
護
医
療
院

▼
要
件（
次
の
全
て
を
満
た
す
方
）

　
・本
人
や
配
偶
者
を
含
む
世
帯
全
員
に
つ

い
て
令
和
4
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税

　
・保
有
す
る
預
貯
金
な
ど
が
本
人
の
年

間
収
入
額
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
た
基
準

額
以
下

問・申
請
（市）
介
護
保
険
課
保
険
給
付
係

施
設
利
用
時
の
負
担
限
度
額
認
定
証
の
申
請

介護
保険
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